
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について 

利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の 

適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の 

選択制を導入します。 

介護保険最新情報 Vol.1225より 

【選択制の対象となる品目】 

●固定用スロープ 

主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しない 

ものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。 

※複数個を購入される場合には必要性を確認します。 

複数個の必要性（使用用途が異なる等）を、申請書に記載してください。 

 

●歩行器（歩行車を除く） 

脚部が全て杖先ゴム等の形状である固定式歩行器または交互式歩行器 

（車輪・キャスターがついている「歩行車」は除きます） 

 

●単点杖（松葉杖を除く及び多点杖） 

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ 

及び多点杖（松葉つえは除きます） 

※複数個を購入される場合には必要性を確認します。 

   複数個の必要性（使用用途が異なる等）を、申請書に記載してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険最新情報 Vol.1225より 

介護保険最新情報 Vol.1261より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貸与と販売の選択制に伴う判断体制・プロセス】 

●選択制の対象福祉用具の提供にあたり、福祉用具専門員又は 

介護支援専門員は、利用者に対し、以下の対応を行う。 
 

・貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明 

・利用者の選択に当たって必要な情報の提供 

・医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案 
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【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等】 

〈貸与後〉※福祉用具専門相談員が実施 
・利用開始後少なくとも６月以内に一度モニタリングを実施し、 
 貸与継続の必要性を検討 

 
 〈販売後〉 

・特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認 

・利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し 

 必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める 

・商品不具合時の連絡先を情報提供 
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【選択制の福祉用具を購入した際の申請方法について】 

通常の特定福祉用具販売と同様の申請方法となります 

 

〈提出物〉 

・申請書 

・カタログなどの写し 

・領収書（原本） 

 

※医師やリハビリ職等の意見を求める必要性がありますが、 

別途書面の提出は不要とします（今後変更となる可能性あり）。 

サービス計画書や申請書の福祉用具が必要な理由欄にて、 

専門職へ情報収集や利用者への十分な説明を行ったこと等が 

分かるように記載してください。 

 

【特定福祉用具における支給基準限度額について】 

  昨年度同様１０万円/年となります。 

 

 

 

 

 

 

 特定福祉用具販売における同一年度の支給基準限度額については、選択制導入による 

限度額への影響や限度額を超過する利用者の傾向等について、選択制導入後に実態を把握し、 

その結果を踏まえ、今後検討を行います。 

（厚生労働省介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会対応の方向性に関する取りまとめより） 

【Q&A（実際にあった問い合わせ）】 

Q.今まで使用していた福祉用具購入費支給申請書の様式から変更はあるか。 

A.特に変更はありません。 

 

   Q.同一品目（スロープ等）を購入する場合の申請書の記入方法が知りたい。 

      A.同一商品の場合に限り１段に省略可能とします。 

以下の通り、空いているスペースに数量と単価を記入してください。 

       同一種目で商品名が異なる場合は分けて記入をお願いします。 
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※厚生労働省より追加で通知等ありましたら随時メールにてご連絡いたします。 

Q.専門職からの意見聴取とありますが、介護支援専門員からの意見聴取でも可能か。 

  A.基本的には以下の記載の通りとなります。 

        （指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 介護保険最新情報 Vol.1213より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. 福祉用具貸与及び販売品目の判断基準について知りたい 

A.介護保険福祉用具の販売品目については、（公財）テクノエイド協会の判断を 

基準としており、TAISコードを取得している福祉用具のみを給付対象用具 

としています。 
 
詳細については、下記リンク先のテクノエイド協会ホームページをご参照ください。 

〈参考〉（公財）テクノエイド協会 HP 福祉用具検索画面 URL 

         http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php 

 

 

Q.玄関先等で一時的に使用する可搬型スロープは購入の対象に含まれるか 

  A.以下の記載の通りとしています。 

 

 


